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年度

⑤予算費目

全市　　・　　区別　（　　　　　　　　区） 会計

款

tel: fax: 項

mail: 目

法律
　　　　　名
計画

左記の
規定内容

法律
　　　　　名
計画

左記の
規定内容

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

四季の交通安全運動 四季の交通安全運動 四季の交通安全運動

帽子，ランドセル等の配付 帽子，ランドセル等の配付 帽子，ランドセル等の配付

交通安全教室の実施 交通安全教室の実施 交通安全教室の実施

飲酒運転撲滅大会 飲酒運転撲滅大会 飲酒運転撲滅大会

広報・啓発活動 広報・啓発活動 広報・啓発活動

今年度の整理
次年度の準備

今年度の整理
次年度の準備

今年度の整理
次年度の準備

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

　一般

　生活安全対策推進費

　交通安全啓発軽費

　交通安全啓発推進費

事業の仕分け 評価調書

基準日 平成２１年　３月３１日現在 （単位：千円）

①事業名 　交通安全啓発推進費
事業開始年度

終了予定年度

②事業主体 　福岡市

③実施箇所

④所管課

市民局　生活安全・危機対策部　生活安全課

７１１－４０６１ ７１１－４０５９

seikatsuanzen.CAB@city.fkuoka.lg.jp

⑥行政計画上の位置付け

総合計画

政策目標

施策事業体系

法律上の位置付け
・

他の行政計画での位置
付け

交通安全対策基本法
地方公共団体は，住民の生命，身体及び財産を保護するため，その区域に
おける交通の安全に関し，国の施策に準じて施策を講ずるとともに，当該区

域の実情に応じた施策を策定し，及びこれを実施する責務を有する。

⑦
事
業
概
要

時点 対象 将来達成したい状況

事業の目的
（事業開始時）

　市民（幼児から高齢者まで）

　　四季の交通安全運動や街頭キャンペーン等を通して，市民への交通安全思想の
普及啓発を図る。また，幼児から高齢者まで各年齢層に応じた生涯にわたる交通安
全教育の実施や交通安全に関する各種広報活動を実施することにより，交通ルール
の遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けさせ，交通事故防止の徹底を図る。

事業の目的
（現在）

21年度
実施内容

　
○自転車利用者のモラル・マナーの向上を図るための，啓発活動。
○子どもたちのセーフティプランの作成。

平成22年度（予定）

　同　　上
　上記に加え，重大な犯罪である飲酒運転の撲滅に向け，各種キャンペーン等
を実施するとともに，自転車の安全利用を推進するため，自転車利用者のモラ
ル・マナーの向上を図る。

事業手法

これまでの経過
及び

今後の全体計画

【これまでの経過】
　　県警察，区交通安全推進協議会，区役所などと連携し，四季（春，夏，秋，年末）の交通安全運動での各種啓発活動の実施，交通安全教室
　の開催及び広報活動等を実施している。
【今後の全体計画】
　　高齢者と子どもを対象とした啓発活動や交通安全教育を充実させるとともに，飲酒運転が依然として，後を絶たないことからも引き続き，飲酒
　運転の撲滅に向けた，キャンペーン等，啓発活動を実施する。
　　また，近年，自転車の危険走行に対し，市民の関心が高くなっていることから，警察などの関係機関と連携し，悪質運転者への指導の強化や
　自転車利用者のモラル・マナーを向上させるための各種啓発活動を実施していく。

20年度
実施内容

○四季の交通安全運動
　 四季（春，夏，秋，年末）の交通安全運動実施時に，県警察，区交通安全推進協議会，区安全協会などと連携した街頭キャンペーンや各種啓発活動を実施。
○幼児，児童等の交通安全教育の徹底，交通安全の確保するための事業
　・新小学１年生に対する黄色い帽子，ランドセルカバー及び交通安全教本の配付。
　・市内の幼稚園及び保育園への交通安全紙芝居の配付。
　・児童等に対する交通安全教室開催の支援。
○高齢者の交通安全啓発
　・高齢者福祉大会での交通安全教室の開催及び参加・体験型高齢者交通安全教室の開催。
  ・老人クラブを核とした高齢者交通安全教室開催の支援。
○飲酒運転撲滅に向けた啓発事業
　・飲酒運転撲滅講演会及び飲酒運転撲滅大会の開催。

⑧
年
度
計
画

平成20年度 平成21年度

繁
閑
期

特に忙しい

忙しい

通常

非稼働・
未実施期間

mailto:seikatsuanzen.CAB@city.fkuoka.lg.jp�


0.80 人 0.80 人 0.80 人 0.80 人

千円 6,080 千円 6,080 千円 6,080 千円 6,080 千円

0.20 人 0.20 人 0.20 人 0.20 人

千円 640 千円 640 千円 640 千円 640 千円

0.20 人 0.20 人 0.20 人 0.20 人

千円 300 千円 300 千円 300 千円 300 千円

1.20 人 1.20 人 1.20 人 1.20 人

減価償却費 180 千円 216 千円 216 千円 216 千円 216 千円

 庁舎維持管理費 210 千円 252 千円 252 千円 252 千円 252 千円

25,398 千円 20,390 千円 18,961 千円 18,821 千円

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

評価
A～D

事業名

所管所属名

事業名

所管所属名

11,333

　※事業が複数の個別事業から構成されている場合は、上段に事業費を記入し、下段に当該個別事業の事業費を記入する

－ 17,910 12,902 11,473

自転車の走行などのモラル・マナー向上への取り組み
道路下水道局自転車対策課

都市交通基本計画の見直し 関連
内容

自転車の位置づけの見直し
住宅都市局交通計画課

⑫
要
因
分
析

外
部
要
因

事業実施の
追い風となり
うる外部環

境

・道路交通法改正による罰則の強化

事業実施に
支障となるこ
とが予測さ
れる外部環

境

内
部
要
因

関連事業

総合的な自転車対策の推進 関連
内容

　県警察などの関係機関や団体と連携し，効果的な啓発活動を実施したことにより，交通事故が前年
度より，更に減少し，目標を達成している。
　今後も引き続き，交通事故の撲滅に向けて，関係機関及び団体が連携した啓発活動を実施していく
必要がある。

飲酒運転事故
発生件数 63 Ｄ

　平成１８年度から，飲酒運転撲滅に向け，各種キャンペーンを実施しているが，飲酒運転が依然とし
て，後を絶たない。
　今後も引き続き，警察，地域などと連携し，飲酒運転撲滅に向けた啓発活動を実施していく。

アウト
カム
に関
わる
指標

市内交通事故
発生件数 13,002 Ａ

⑪
目
標
達
成
度

（
2
0
年
度

）

指標・名称 達成状況（20年度） 目標の達成及び未達成の理由、今後必要となる努力・対策

アウト
プット
に関
わる
指標

交通安全教室
実施回数 617 C

　区役所が，警察などと協働して，幼児から高齢者まで，幅広い層の市民に対し，交通安全教室を実施
している。
　今後も，交通安全教育を生涯学習と位置付け，引き続き実施し，市民の交通ルール・マナーの向上を
図り，交通事故の減少に繋げていく。

（平成２１年度） 165 97 63

0 0 0 0

15,687 13,723 13,002

13,900 13,900 13,900 13,900アウト
カム
に関
わる
指標

市内交通事故
発生件数

13,900

（　　　　年度） （平成２２年度）

飲酒運転事
故発生件数

0

（　　　　年度）

（　　　　年度） （平成　　年度）

（　　　　年度） （平成　　年度）

650 610 617

700 700 700 700

18年度 19年度 20年度 21年度

⑩
数
値
目
標

指標・名称 初期値 目指すべき目標値

アウト
プット
に関
わる
指標

交通安全教室
実施回数

700

（　　　年度） （平成２３年度）

職員数計

職員1人当たり
標準減価償却費

職員1人当たり
標準庁舎維持管理費

事業のトータルコスト

人件費
・

投入業務量

正規職員
標準人件費

7,600

嘱託職員
標準人件費

3,200

臨時職員
標準人件費

1,500

11,333

一般財源 ＋ 市債 － 17,910 12,902 11,473 11,333

一般財源 － 17,910 12,902 11,473

その他 －

市債 －
特
定
財
源

国庫・県支出金 －

 受益者負担分(使用料等) －

1,045 1,087 1,092 1,092

17,910 12,902 11,473 11,333

18年度決算 19年度決算 20年度決算見込 21年度予算

⑨
資
源
投
入
量

予
算
・
決
算

年度 総事業費

事業費（正規・嘱託・臨時職員の人件費を除く） －

うち、当該個別事業事業費（各人件費を除く）※

うち委託費・報償費 －

財
源
内
容



評価
A～D

⑮事業に対する所管部署の総合評価

Ａ 　　高い

Ｂ　　　　　

Ｃ　　　　　

Ｄ 　　低い

⑯今後の事業展開

Ⅰ　拡充・継続

Ⅱ　要改善　

Ⅲ　国/県/広域

Ⅳ　民間

Ⅴ　縮小

Ⅵ　廃止

　　交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚のため，交通安全に関する教育の振興，交通の安全に関する広報活動の充実など，市民全体に対し
て，必要な措置を講じることは，市としての責務であり，民間，ＮＰＯだけでは，市民全体に対して，同様な事業を効果的に実施することは，困難である。
　　このため，本市において，市民一人ひとりの交通ルールの遵守及びマナーの向上を目指し，引き続き，幼児から高齢者まで，各年齢層に応じた生涯にわたる
交通安全教育の実施や交通安全に関する各種広報活動を実施することにより，交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けさせ，交通事故防止の
徹底を図っていく必要がある。

　
　　交通事故は減少傾向にあるものの，自転車の安全利用の啓発などの，新たな課題が出てきている。
　　今後とも，交通事故のデータの収集及び分析を行い，啓発の対象を検証するなど，ターゲットを絞った，より
実効性のある啓発事業を実施していく必要がある。

　
交通事故は，その発生件数が減少することは
あっても，全くなくなることはない。
交通安全教育を生涯教育と位置付け，今後も，
引き続き，実施する必要があるため，事業の終
了は，不可能である。Ⅰ

Ａ

今後の方向性 予想される今後の展開 事業終了の条件

本市の自転車に関連する事故は県内の自転車関連事故の約４割を占
めており，自転車利用者のモラル・マナー向上を図るための啓発を強化
する必要がある。

市関係部局や県警察と連携して自転車利用者のモナル・マナーを向上させるための指導・啓発を強化
する。

必要性 分析・理由

課　　　　　題 今後の取り組みの方向性

飲酒運転の撲滅については，飲酒運転撲滅大会やキャンペーン等を実
施しているが，飲酒運転が依然として，後を絶たないことから，啓発を強
化する必要がある。

飲酒運転の撲滅について，効果的に事業を進めていくため，市民運動団体と連携した事業の展開を
図っていく。

これ以上コストを下げるためにできることは何
か。もしくは、同様のコストでより大きな成果を上
げることは可能か

⑭課題と今後の取り組みの方向性

有効性・効率性の視点

対象者
事業の対象や働きかけの相手方等について効
果的な絞り込みが出来ているか

Ｂ 幼児から高齢者まで，それぞれを対象として，事業を実施しているが，より効果的な事業の実施方法等につい
て，検討する必要がある。

資源の有効活用
市が持っている社会資本・ストック（施設・調査資
料等）を有効に活用しているか

Ｄ 市が持っている社会資本・ストック等は，必要としない。

コスト
業績の実績と投入コストを比較し、コストに見合
う成果を上げているか

Ｂ 幼児から高齢者まで幅広く，それぞれの各年齢層に応じた，各種啓発事業を実施することにより，参加者の交
通ルールやマナーの向上が図られており，コストに見合う成果を上げている。

受益者負担の
視点

受益者負担
受益者の負担の現状はどうなっているか Ｄ 費用負担は，受けていない。

連携・効果性の視点
連携
市の他局・他部又は国・県との連携や役割分担
が出来ているか

Ａ 事業を実施する上で，県や県警察と十分な連携をとっている。

共働の視点
共働
地域・企業・ＮＰＯ等との連携し、共働できている
か。役割分担が出来ているか

Ｂ 交通安全に関する各種キャンペーン等において，地域の交通安全組織と共働で，事業を実施している。

実施主体の視点
代替性
市以外（民間，NPO，国，県など）が同種のサー
ビス提供の実施主体となっている事例がないか

Ｄ
交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚のため，交通安全に関する教育の振興，交通の安全
に関する広報活動の充実など，市民全体に対して，必要な措置を講じることは，市としての責務である。民間，Ｎ
ＰＯだけでは，市民全体に対して，同様な事業を効果的に実施することは，困難である。

⑬
事
業
内
容
の
チ

ェ
ッ
ク

項目 所管部署の現状分析・理由

事業の必要性の視点

必需性
市民が社会生活を営むうえで必要不可欠なサー
ビスか

Ｂ 市民が安全・安心に生活するためには，交通ルールの遵守や正しい交通マナーを身につけ
ることは，必要なことである。

公益性
サービスの提供により市民福祉が増大している
か

Ｂ 市民が安全・安心に生活するためには，交通ルールの遵守や正しい交通マナーを身につけ
ることは，必要なことである。
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